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議案第１０号 

君津市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 君津市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するものとする。 

平成２７年２月２３日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

千葉県が実施する重度心身障害者に係る医療給付制度の改正に伴い、医療費の助成方法

等を見直すとともに、条例の規定を整備するため、君津市重度心身障害者の医療費助成に

関する条例（昭和４８年君津市条例第５１号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

   君津市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

 君津市重度心身障害者の医療費助成に関する条例（昭和４８年君津市条例第５１号）の

一部を次のように改正する。

 第２条を次のように改める。

 （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 重度心身障害者 次に掲げる者をいう。 

  ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により、

身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生

省令第１５号。以下「省令」という。）別表第５号の１級又は２級の障害のあるも

の 

  イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所（ウに

おいて「児童相談所」という。）又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

第１２条に規定する知的障害者更生相談所（ウにおいて「更生相談所」という。）

が知能指数３５以下と判定した者 

  ウ ア及びイに掲げるもののほか、身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受け、省令別表第５号の３級の障害のある者で、児童相談所

又は更生相談所が知能指数５０以下と判定したもの 

 (2) 医療保険各法 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、規則で定める社会

保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）をいう。 

 (3) 保険医療機関 医療保険各法の規定により指定された病院、診療所、薬局等をいう。 

 (4) 指定保険医療機関 保険医療機関のうち、本市から重度心身障害者医療費助成事業

の実施について委託を受けたものをいう。

 第３条第１項中「該当する者」を「該当するもの」に改め、同項ただし書を削り、同項

第１号中「規則で定める」を削り、「被扶養者である者」を「被扶養者であるもの」に改

め、同項第２号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、「なっている者」を「なっ
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ているもの」に改め、同項第３号及び第４号中「記録されている者」を「記録されている

もの」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、対象者とし

ない。 

 (1) 本市以外において重度心身障害者に係る医療費の助成を受けることができる者 

 (2) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

 (3) 子どもの医療費に係る本市の助成を受けることができる者 

 (4) ６５歳に達した日以後に重度心身障害者となった者 

 (5) 重度心身障害者及びその者と生計を一にする者として規則で定めるものについての

所得割（規則で定めるところにより算定した当該重度心身障害者に係る医療費の生じ

た月の属する年度（医療費の生じた月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）

分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税の所得割（同法

第３２８条の規定による所得割を除く。）をいう。第５条第２項第１号において同じ。）

の額の合計額が２３５，０００円以上であるもの（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第３５条第１号に規

定する高額治療継続者を除く。） 

 第５条を削る。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「又は」を削り、「除く。」の次に「次項及び第６

条第２項において「自己負担額」という。」を加え、同項ただし書を削り、同項第２号中

「掲げるもののほか」の次に「、規則で定める」を加え、同条第２項中「対象者がその資

格を得るに至った」を「前条第１項の規定による申請があった」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

ただし、対象者が本市の区域外から本市に転入した場合であって、転入日の属する月

に同項の規定による申請があった場合は、当該転入日からとする。 

第４条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる額を自己負担額から控除する。 

 (1) 対象者又は当該対象者と生計を一にする者として規則で定めるものについて、所得

割が課税されている場合 当該医療費（調剤に係る費用を除く。）に係る医療の入院

１日又は通院１回につき３００円（自己負担額が３００円未満の場合は、当該自己負

担額） 
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(2) 医療費に対する附加給付等の支給があった場合 当該支給された額 

３ 第１項の場合において、保険医療機関で診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に係る証

明手数料を支払ったときは、当該明細書それぞれ１件につき１００円を限度として助成

を行うものとする。 

第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（助成の申請等） 

第４条 医療費の助成を受けようとする対象者又はその保護者は、規則で定めるところに

より、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に基づき、助成の決定をしたときは、受給券を交付するものとす

る。 

 第１０条を第１２条とする。 

第９条中「医療機関等」を「保険医療機関」に改め、同条を第１１条とし、第８条を第

１０条とし、第７条を第９条とする。 

第６条中「対象者」を「受給者」に改め、同条を第８条とし、同条の前に次の２条を加

える。 

 （助成の方法） 

第６条 第４条第２項の規定により受給券の交付を受けた者（以下「受給者」という。）

が指定保険医療機関において受給券を提示して医療等を受けた場合は、当該指定保険医

療機関からの請求により、市長が前条第１項及び第２項の規定により算定された額（次

項において「助成金」という。）を当該指定保険医療機関に支払うものとする。 

２ 受給者が指定保険医療機関以外の保険医療機関で医療等を受けた場合又は指定保険医

療機関において受給券を提示しないで自己負担額を支払った場合は、当該受給者又はそ

の保護者からの申請により、市長が助成金に前条第３項の規定により算定された額を加

えた額を当該申請者に支払うものとする。 

 （届出等の義務） 

第７条 受給者は、第４条第１項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速や

かに規則で定めるところにより届け出なければならない。 

２ 受給者は、転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに受給券を市長に

返還しなければならない。 

   附 則
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 （施行期日）

１ この条例は、平成２７年８月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布

の日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日前に受けた医療等に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。

３ この条例の施行の際現に６５歳に達している者で、この条例による改正前の君津市重

度心身障害者の医療費助成に関する条例による医療費の助成を受けているものは、この

条例による改正後の君津市重度心身障害者の医療費助成に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）第３条第２項第４号の規定にかかわらず、同条第１項に規定する対象者

とみなす。

 （施行前の準備）

４ 改正後の条例の規定による受給券の交付その他改正後の条例の施行のために必要な準

備行為は、施行の日前においても行うことができる。


